
かながわ人材育成推進企業ネットワーク会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、かながわ人材育成推進企業ネットワーク（以下「企業ネット」という）と称し

ます。 

 

（目的） 

第２条 企業ネットは、神奈川県の産業を支える人材を育成することを目的として、人材育成支

援センター（以下「支援センター」という）を拠点に、主に神奈川県内の中小企業等の人材育

成担当者が従業員に対して行う職業能力開発を支援します。 

 

（活動内容） 

第３条 企業ネットは、第２条の目的を達成するため次の活動を行います。 

(1) 企業ネット会員及び会員相互と支援センターとの能力開発情報の提供と交流 

(2) 支援センターに教育訓練資源(講座、施設・設備、教材等)の情報を提供すること 

(3) 支援センターの行う職業能力開発に係る調査、研究、開発等の事業への参画 

(4) その他第２条の目的を達成するための活動 

 

（会員） 

第４条 企業ネットは、第２条の目的に賛同する企業等で構成します。 

 

（会員の特典) 

第５条 会員は、入会することにより次の特典を受けることができます。 

(1) 支援センターが発信するホームページ及びメーリングリストを介した教育訓練に関する 

情報の共有 

(2) 支援センターが新たに開発したカリキュラムにより開催する試行講座（試行セミナー） 

への優先参加 

 

（入会・退会） 

第６条 企業ネットへの入会を希望する場合は、「かながわ人材育成推進企業ネットワーク登録

書」を支援センター所長に提出します。 

２ 企業ネットを退会する場合は、任意様式による退会届（e メールでもよい）を提出します。 

 

（事務局） 

第７条 本会の事務を処理するため、支援センターに事務局を置きます。 

 

（運営上の事項） 

第８条 その他必要な事項は、支援センター所長が別に定めます。 

 

附 則 

１ この規約は、平成 18 年 10 月 26 日から施行します。 

附 則 

この会則は、令和５年５月 16 日から施行します。 



 

 

かながわ人材育成推進企業ネットワーク登録書 
 

    年   月   日 

産業技術短期大学校 
人材育成支援センター所長 殿 
 

事業所（団体）名                          

所 在 地                          

担 当 者 名                          

連 絡 先 電話             Fax            

e-メールアドレス                          
（メールの配信アドレスとなります） 

＊名刺を貼り付けていただいても結構です。 

 

従 業 員 数         名 

                業 種 １                           

業 種 ２                           

                業 種 ３                           
(業種は最大３つまで出来るだけ詳しくお書きください)  

職業能力開発推進協議会への入会状況 （入会している協議会があれば、○を付けてください。）  

産業技術短期大学校  神奈川東部  神奈川西部  神奈川職業自立 

 
 
●お問合せ・お申込み先 
 神奈川県立産業技術短期大学校 人材育成支援センター 
 〒241-0815 横浜市旭区中尾 2-4-1 

電話 045(363)1234 
ＦＡＸ 045(360)1511 

FAX 045(360)1511 


